
10No.816 令和 3年 12 月 5 日広 報 お く た ま

税
金
の
お
知
ら
せ

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

オ
ー
ル
東
京
滞
納
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
強
化
月
間
に
伴
う

休
日
・
夜
間
臨
時
納
税
窓
口
の
開
設

　
毎
年
12
月
は
「
オ
ー
ル
東
京

滞
納
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
」
強
化
月
間
で

す
。

　
こ
れ
に
伴
い
町
で
は
、休
日
・

夜
間
臨
時
納
税
窓
口
を
つ
ぎ
の

日
程
で
、
役
場
１
階
住
民
課
で

開
設
し
ま
す
。

　
普
段
お
仕
事
な
ど
の
都
合
で

納
税
が
で
き
な
い
方
、
ま
た
、

納
税
に
関
す
る
ご
相
談
な
ど
が

ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
こ
の
機
会

を
是
非
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

①
休
日
臨
時
納
税
窓
口
（
午
前

９
時
～
午
後
５
時
）

12
月
12
日
（
日
）、
25
日
（
土
）

の
２
日
間

②
夜
間
臨
時
納
税
窓
口
（
午
後

５
時
15
分
～
午
後
８
時
）

12
月
９
日
（
木
）、
15
日
（
水
）
、

27
日
（
月
）
の
３
日
間

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課

　
　
　
　
　
☎
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‐
２
１
９
０

 

 

 

 １２月は

滞納ＳＴＯＰ強化月間」です

「オール東京

都と区市町村では、安定した税収確保と納税義
務の公平性確保を目指して、１２月を「オール東京
滞納ＳＴＯＰ強化月間」と位置づけ、都と区市町村
が連携した広報や催告による納税推進、差押えや
タイヤロック、捜索等の滞納処分など、多様な徴収
対策に取り組んでいます。

東京都と区市町村が連携し、
徴収対策を集中して実施しています！

土
地
の
現
況
に

変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
か

　
固
定
資
産
（
土
地
）
に
対
す

る
課
税
は
、
賦
課
期
日
（
毎
年

１
月
１
日
）
現
在
の
現
況
で
課

税
し
て
い
ま
す
。

　
所
有
し
て
い
る
土
地
の
現
況

に
変
更
が
あ
る
場
合
に
は
、
住

民
課
ま
で
ご
連
絡
を
お
願
い
し

ま
す
。

家
屋
の
取
り
壊
し
を
し

た
ら
届
出
を
お
願
い
し

ま
す

　
所
有
す
る
家
屋
の
全
部
ま
た

は
一
部
を
取
り
壊
し
た
方
は
、

家
屋
滅
失
届
を
住
民
課
ま
で
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
登
記
し
て
い
る
家
屋

に
つ
い
て
は
、
東
京
法
務
局
西

多
摩
支
局
で
滅
失
の
登
記
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課

　
　
　
　
　☎
83
‐
２
１
９
０

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）

と
本
人
確
認
を
１
枚
で
行
え
る

公
的
な
身
分
証
明
書
と
な
る

「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
」
は
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
利
用
す
る
際

に
便
利
で
す
。

　
住
民
課
で
は
、
町
に
住
民
登

録
の
あ
る
方
を
対
象
に
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
に
必

要
な
写
真
を
無
料
で
撮
影
し
、

申
請
の
お
手
伝
い
を「
予
約
制
」

で
行
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
交
付
通
知
書
（
ハ
ガ
キ
）

が
届
い
て
い
て
、
こ
れ
か
ら

カ
ー
ド
を
受
け
取
る
方
、
電
子

証
明
書
の
更
新
手
続
き
を
行
う

方
に
つ
い
て
も
、
あ
ら
か
じ
め

予
約
の
う
え
、
ご
本
人
が
必
要

書
類
を
ご
持
参
に
な
り
、
会
場

ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

〔
日
時
〕
役
場
開
庁
日

　
午
前

９
時
～
11
時
、
午
後
１
時
30
分

～
４
時

〔
受
付
場
所
〕
住
民
課
窓
口

〔
申
請
時
の
持
ち
物
〕通
知
カ
ー

ド
に
同
封
さ
れ
て
い
る
個
人
番

号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書
・
申
請

用
封
筒
・
本
人
確
認
書
類

＊
引
っ
越
し
な
ど
で
申
請
書
の

内
容
が
変
更
に
な
っ
た
方
や
申

請
書
を
な
く
し
た
方
は
、
申
請

書
を
再
発
行
し
ま
す
。

＊
初
回
交
付
手
数
料
は
無
料
で

す
。

＊
申
請
後
、
カ
ー
ド
の
受
け
取

り
ま
で
１
か
月
程
度
か
か
り
ま

す
。
交
付
準
備
が
で
き
ま
し
た

ら
、
町
か
ら
交
付
通
知
書
（
ハ

ガ
キ
）
を
お
送
り
し
ま
す
。

〔
交
付
・
更
新
時
の
持
ち
物
〕

　
交
付
を
受
け
る
方
は
、
交
付

通
知
書
（
ハ
ガ
キ
）・
通
知
カ
ー

ド
・
本
人
確
認
書
類
（
15
歳
未

満
の
方
、
ま
た
は
成
年
被
後
見

人
に
同
行
す
る
法
定
代
理
人
も

同
様
に
必
要
）・
住
民
基
本
台

帳
カ
ー
ド（
お
持
ち
の
方
の
み
）

　
更
新
手
続
き
の
方
は
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・
更
新
手
続

き
の
通
知
・
暗
証
番
号
が
わ
か

る
も
の

※
予
約
、
問
い
合
わ
せ
は
、
住

民
課
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っ
た
方
や
申

請
書
を
な
く
し
た
方
は
、
申
請

書
を
再
発
行
し
ま
す
。

＊
初
回
交
付
手
数
料
は
無
料
で

す
。

＊
申
請
後
、
カ
ー
ド
の
受
け
取

り
ま
で
１
か
月
程
度
か
か
り
ま

す
。
交
付
準
備
が
で
き
ま
し
た

ら
、
町
か
ら
交
付
通
知
書
（
ハ

ガ
キ
）
を
お
送
り
し
ま
す
。

〔
交
付
・
更
新
時
の
持
ち
物
〕

　
交
付
を
受
け
る
方
は
、
交
付

通
知
書
（
ハ
ガ
キ
）・
通
知
カ
ー

ド
・
本
人
確
認
書
類
（
15
歳
未

満
の
方
、
ま
た
は
成
年
被
後
見

人
に
同
行
す
る
法
定
代
理
人
も

同
様
に
必
要
）・
住
民
基
本
台

帳
カ
ー
ド（
お
持
ち
の
方
の
み
）

　
更
新
手
続
き
の
方
は
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・
更
新
手
続

き
の
通
知
・
暗
証
番
号
が
わ
か

る
も
の

※
予
約
、
問
い
合
わ
せ
は
、
住

民
課
　
　
　
☎
83
‐
２
１
８
２

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
と
交
付


